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 吉岡町教育研究所 教育支援センター  「吉岡町ふれあい教室」 

□開設          平成１０年１０月１日 
□代表者職氏名  教育長 山口 和良                           
□所在地        〒370-3692 北群馬郡吉岡町下野田５６０番地 
              吉岡町コミュニティセンター内 
□電話／ＦＡＸ TEL(0279)54-3111（吉岡町教育委員会学校教育室） 
        FAX(0279)54-8681 

  

１ 運営の目的 
（１） 吉岡町に在住する不登校児童生徒に対

し、集団生活への適応を促し、学校生活への

復帰を援助するために「吉岡町教育支援セン

ター」（以下「教育支援センター」という）

を設置する。 
（２） 教育支援センターは、吉岡町教育委員会

が管内の各学校との連携のもとに、教育相

談、集団生活への適応指導等を組織的・計

画的に行う。 
 

２ 令和８年度職員の構成・分担 
 会計年度職員２名 
（指導及び相談員、事務担当として） 

 

３ 入室対象及び受入状況 
（１） 入室対象             
   不登校又は不登校傾向の吉岡町在住の児童

生徒で、本人及び、保護者が入室を希望し、

在籍の学校長が申し出た者。  
 
（２） 受け入れ状況（令和７年度） 
  小学生 １名 
  中学生 ４名 
 

４  令和８年度開設状況 
（１） 開設日時 
  学校の休業日を除く月曜日～金曜日 
  ９：００～１５：００ 

（２） 開設期間 
  １学期 ４月７日～７月１７日 
  ２学期 ９月１日～１２月２４日 
    ３学期  １月７日～３月１２日（中３） 
                  ２４日（小６） 
                       ２６日（～小５） 
                           （中１、２） 
（３） 日時程 
  入室の児童生徒の実態によって適切な時程

を作成する。 
 
（４）主な行事予定（令和８年度） 
  入室の児童生徒の実態にあわせて、適宜、

安全に配慮した上で野外観察や野外活動を取

り入れる。 
 

５ 入室・退室の進め方 
（１） 入室の手続き 
 ① 入室を希望する児童生徒の保護者は在 

籍の学校長に申し出る。 
 ② 在籍の校長は、依頼書及び調査書を添え

て教育長に申し出る。 
 ③ 教育長は、申し出があったとき、入室  

    会議（教育長、事務局長、指導員、当該 

   学校長）により入室を検討する。 
                                         

保護者の相談受付 
↓ 
①相 談 
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    ・ふれあい教室見学・体験 
↓ 

②保護者（入室願書） 
  
・保護者は吉岡町ふれあい教室への入室 
   許可願いを校長に提出する。 
        ↓(入室許可願い） 

 ③学 校（入室依頼書及び個人調査書） 
  
・校長は教育長及び担当者と入室につい 
   て協議し、入室依頼書及び個人調査書 
   を教育長（研究所所長）に提出する。 

↓ 
④教育委員会 (入室会議) 

  
・受け入れについて協議 
 ・教育長（研究所所長）は校長、保護者  

 に入室の承諾を通知する。 
      ↓（入室承認） 

 ⑤学 校（教育委員会からの入室通知） 
      ↓（入室連絡） 

保護者 
 
（２） 退室の手続き                       
・年度末をもって全員退室とする。 
 ・年度途中で入室児童生徒が学校へ登校可能

となった場合。ただし退室後も在籍校と連

絡を密に取り、児童生徒への適応を支援す

る。 
 

 ６ 学校、家庭及び関係機関との連携 
（１） 学校との連携 
 ○ 入室している児童生徒について「出席 

状況報告書」を毎月在籍学校長に報告する。

また、教室での状況について担任・特別支援

コーディネータとの情報交換を実施する。 
 ○ 定期的・又は随時、入室している児童生

徒の在籍校の学級担任、特別支援コーディネ

ータ、自習室担当、ＳＣ、ＳＳＷ、 管理職、

Y'ODS との情報交換等により連携を密にす

る。 
 ○ 特に再登校の兆しが見えてきた場合は 

学級担任と連携を密にし、情報交換を頻繁に

する。必要に応じて指導員が学校への送迎を

し、登校できるようにする。 
 
（２） 家庭との連携 
 ○ 随時保護者面談・電話相談を行う。ま 

た、場合によっては家庭訪問を行う。 
 
（３） 関係機関との連携 
  ○ それぞれのケースについて必要に応じ 

て、学校との連携の中で関係機関との連携を

図り、問題の解決に努める。 
 

 ７ 特色ある活動 
 ○緑あふれる静かな環境を生かして、花壇整

備や公園での軽スポーツや自然観察等、児童

生徒の興味・関心に沿った活動。  
 ○町に１校の吉岡中学校から歩いて近い環境

なので、必要に応じて学校へ行く機会を多く

することが可能である。 
  ○少人数により、きめ細やかな指導。 
 ○児童・生徒の自主的な活動への支援。 


